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(1) 港湾労働法と港湾政策
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わが国港湾の労働政策の象徴である港湾労働法は，労働者の対象範囲や諸

権利と労働行政の内容において，戦後策定された労働政策及び行政の民主的

基準を超えるものでない（~）

今日，労働諸法制の再編から行われているうえからも，港湾労働政策IC::関

する一定の整理が不可避である。

同法は，戦後日本経済復活の契機となったエネノレギ一政策の転換と重化学

工業中心の産業編成を背景IC::立法化されたものである。 1960年代以降の労働

政策は，わが国全体の労働力の流動化政策の体系化を基本と し，農業基本法

(1961年），更に，中小企業基本法 (1963年）にもとづく産業構造変化をも

たらす諸政策lと裏付けられたものであった。労働面Kおいては，失業保険法，

職業安定法，緊急失業対策法等の改訂作業を通じて，労働力の管理統制が行わ

れる乙とになった。
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1965年制定をみた港湾労働法は，その後策定される雇用対策基本計画にふ

くまれる積極的労働政策に連動していく乙とは，検討に際する重要な側面で

ある。わが国の雇用対策基本計画（第 1次～第5次）の推移は，高度成長経

済政策から低成長への転換を余儀なくされた世界的な資本主義経済の状況の

もとで，資本蓄積の新たな条件の再構築lζ沿った労働政策をたどる乙とがで

きる。

第l次から 5次に至る雇用基本計画をたどる紙幅をもたないが，現在iζつ

ながる雇用基本計画に至る 2' 3の諸特徴を指摘する乙とができる。港湾労

働法の制定を含めた第 l次雇用基本計画（1967年～1971年）は，前年iζ制定

された雇用対策法Kもとづいて，産業構造の変化IC.対応して，従来から執ら

れていた労働力の流動化政策K代って，労働力の総体的な管理と効率的な利

用を打ち出した。事実，農業人口の削減，若年労働力の吸引， 重化学工業への

労働力集中に大いなる効果をあけプこ。

乙乙lζ至って，国際的IC.も採られていた「経済成長及び発展を刺激し」

「労働力需要を満す」「完全雇用を促進する積極的政策」を明らかにした意

味で， Iつの転機をつくりあげた1210 

次いで，乙れらを効果的IC.実行するため，公共職業安定機関の機能強化に

よって労働力の統制的把握lζ努める乙とになった。しかしながら， 1970年に

入り 通貨制度の相場制への移行，石油危機を契機に国際的な不況を背景に

労働力政策の再編成も余儀なくされる。即ち，雇用保険法を中心と した「雇

用調整Jでつくりたされた相対的過剰労働力（広範な半就業，半失業の存在）

の新たな雇用統制に変更した。今日の雇用計画lとみられる労働政策の方向は，

労働諸法の再検討の域から，戦後労働政策及び立法の根底を見直す、労働法

制の総決算、の展開から始まっている131。

港湾における労働政策は，炭鉱離職者等の労働力流動化政策に代って，労

働力需要に応じた雇用調整と若年労働力の吸収の体系化を目論むが成功せず，

港湾労働法の制定を通じ， 日雇労働から常J:l'J労働への行政指導がなされる。

乙れとて，豊富な労働力，とりわけ若手労働の確保が困難であった。

他方， f苛役方法の革新的な変化，船舶の専用化，貨物のユニット化は，在
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来労働を忽ち陳腐化＝不要労働とした乙とからも，急速に労働力を激減させ

るζとになった。元来，在来労働の陳腐化には，職業訓練等による対応を併せ

もたねばならないのに，わが国港湾では用役生産の他律的な経済的性格もあっ

て，労働力の削減は自然陶太にまかせたといってよい。荷役の機械化，革新

以前に制定されたとはいえ，港湾労働法が日雇港湾労働の安定的な需給調整

とそれがための公共職業安定機能強化にもとづく労務供給業の存在を否定し

た労働政策は，乙れら機械化への対応iとは全く手を染める ζとがなかった141，。

国際的には， 1960年代，既に荷役形態の変化にと もなう港湾労働者への影

響と対応lζ関する深い検討がなされており， 1970年 ILO港湾労働条約

の決議と勧告が行なわれた。そとでは，機械化導入にともなう雇用調撃と職

業訓練，不就労，離職l乙対する条理l乙適った手厚い保護を義務づける諸制度

の確立が明示されている。

わが国では，同条約K沿った新たな立法化，制度化は不要であり，現行関

連諸法で対応できるものとされている。 ILO条約がつとに指摘した雇用

の安定化と労働者の生活保障，雇用調諮をともなう技術革新への対応策が，

わが国ではどうであったかは，乙の10数年の歴史が内容証明した雇用不安の

一層の深刻化，労働者の生活不安の激化以外の何物でもない。

乙れらの過程を補ったのが，港湾労使聞の統一労働協約化の実態と方向で

ある。しかしながら，乙の労働政策は雇用管理の中枢となる 「共同雇用」を

欠落させ，細分化された企業に雇用責任を担わせている実態では．登録労働

者以外の就労禁止を協約化及至規制を行っても，労働内容の低下，生活保障

の悪化，機械化荷役や輸送システムのー屈の進展の下でつくり出される相対

的過剰労働と若年労働力の吸収の矛盾のなかで不充分Kしか機能しないのは

当然である。

(2) 港湾政策の基本的性格

港湾政策を政策的実践において経済政策との関連を把える乙となしには，

政策の検討に値しないであろう。また，わが国港湾経済研究において，乙れ

ら政策論が末成熟である乙とが指摘されている151。しかしながら，港湾の経
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済的性格とその位置づけについては，幾つかの立場からの研究が早くから行

われており，一定の整理がなされている 1610 

乙れらを通じて，港湾政策論の把握及至形成の難しさを見るとき，港湾の

社会的経済的性格の多面性とわが国港湾発達の特質と経偉にかかわる乙とも

大いなる要因であろう。とりわけ，戦後港湾の発達は，全国総合開発計画，

総合交通体系計画と密接な関係をもって進捗した。少くとも戦後港湾政策の

主柱は，社会資本の拡充と技術革新を挺子とする補助政策を重点とした産業

構造の再編成と不可分であった。乙れらの政策的実践Kついては，今日まで

の港湾整備5ヶ年計画にみる ζとができる。

＠ 日本経済の復興，育成，そして，高度成長政策の下での港湾政策

戦後日本経済の復興は， 1950年前後，石炭鉄鋼の基幹産業の生産力の回復

の素地を与えた特需ブームを挺子にした経済自立3ヶ年計画にはじまるとさ

れている。併せて，港湾整備3ヶ年計画が実行された。その方針と計画の骨

子は，経済基盤充実のため，原材料と製品輸送の円滑化を図る乙と，生活物

資増加に，特lζ外国貿易依存の経済復興は，輸出振興にとって，港湾施設の

整備と船舶の QuickDispachを図る乙とにあった。

港湾整備が本格化するのは「国民所得倍増計画」を背景とする第 1次港湾

整備計画（昭和36年～40年）以降である。以後，経済計画と港湾整備計画は，

経済計画の要請に応える先取りを確実に行ってきた。しかしながら，次第に

巨大化する整備規模と予算は必ずしも有効に利用されるものとは限らなかっ

た。経済政策の変更により， 懐妊性の長い社会資本である港湾整備事業は多

くの施設の遊休させるととがしばしばある。また，期を閉じくする全国総合

開発計画は，港湾整備計画を主要な骨格に位置づけし，いわばζれら開発経

済ともいうべき経済政策の先導的役割lを担ってきた。

経済の高度成長時代は，特lζ臨海工業地帯の核として，多くの専用港湾や

工業港を整備し，新産業都市形成にともなう工業立地に港湾開発が大きな役

割を果し，逐lζ大規模工業港湾基地構想lζ至るのである。

① 経済危機での港湾政策

2度にわたる石油危機は，石油依存のわが国重化学工業中心の産業構造を
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大きく変えた。省エネJレギー，省資源、，そしてさまざまな省力化が精力的に

取組まれた。物的流通の主要な機能と役割を担う海上輸送と港湾は，また後

者は物流の国際的国内的な流通拠点としての役割分担が一層浮上した。 1960

年代後半，重点的に取組まれた物流lζ関する社会資本ス トックと輸送量の関連

から，港湾整備の急速な規模増大と海上輸送の技術革新Ir.対応した近代的整

備が続けられた。しかし，新たな経済環境の下では，港湾を経由する物流の

効率化一一一一貫輸送，物流コストの低減策の観点からの接近が強く要請さ

れるのである。

物流コス卜論，物流論が本格的な論議となる契機と条件を与えたのは，大

量生産，消費に不可欠な大量流通化の諸政策であった乙とは周知されている。

貨物の専用輸送，コンテナ輸送が輸送効率の向上と輸送コス ト低減を実現さ

せたように，単lζ物的流通という面でなく，本質的lζは，それらの基本とな

る資本の循環過程での追加的生産との位置づけから流通機構lζ関する物流の

、近代化、という乙とで，多彩な論議が今日も盛んである。

物流論議の概要を紹介する紙幅がないが，経済政策では「中期経済計画J

（昭和40年～45年）が鳴矢であろうか。乙れ以降の各種答申，報告が示して

いるように，流通が消費を触発し，市場の活性化となり，資本の高蓄積と回

転の迅速を求める数々の接近が展開され，物流近代化からシステム化の処方

筆が提示される。

昭和47年以降の経済活動の低滞を基礎に した港湾政策では，運輸政策審議

会を紬に改革を迫ってきたわけであるが，国際圏内の物流活動の主役を占め

る海上輸送に適応する物流基地（交通社会資本ストック）が基本にある乙と

に変わりはない。

近時，港湾が多彩な側面をもっターミナノレが形成されるにしても，施設整

備が港湾政策の中心にあるのは，物的流通という概念に含まれる輸送生産が

目的である交通業の場合，当然であろう。それ放に，交通における1分野を

担当するにしても，通路部分である港湾整備，そとでの用役生産の供給とい

うものがもたらす問題，つまり，総体的lζは，港湾そのものの在り方を通じ

た検討がなされねばならなL、1710 
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注(1)竹前栄治「戦後労働改革」 (1982年4月．東京大学出版． p.93, Ill.民主化

推進期の労働政策），拙稿「港湾における労使関係の形成と発展」（喜多村昌

次編『港湾労働』1980年10月，成山堂書店目p.148)

(2)1964年 OECD（経済協力開発機構）は「経済成長を促進するための手段と

しての労働力政策」の報告ならびに勧告を採択した。同年，ILOも同様の

目的で「雇用政策に関する条約」（第122号）を採択している。

(3）労働基準調査会編「労基法研究会最終報告」（昭和61年 1月），大野喜美「80

年代後半における労働政策の動向」 (1984年12月．『賃金と社会保障』労働旬

報社）

(4）港湾労働等対策審議会「3・3答申」（昭和39年3月3日）

(5）北見俊郎「港湾労働の課題と政策」（喜多村畠次郎編 『港湾労働』 1980年10月，

成山堂書店.p.215）柴田悦子「港湾論の展開J（交通学説史研究会編 『交通

学説史の研究Jそのll.昭和60年3月，p.489～517)

(6）柴田悦子「港湾経済J（昭和47年6月，成山堂書店．第 l：章港湾経済論序説

p. 1～22) 

(7）運輸省港湾局編「21世紀への港湾」 一一一成熟化社会に備えた新たな港湾整備政

策一一 （昭和60年7月）

2.労働政策と港湾労働組合運動

(1) 港湾ICおける「雇用政策」と労働組合運動

港湾での「雇用政策Jは， 1950年代以来，労働需給のアンバランスから，

「完全雇用jを促進する方策がとられた。豊富な労働力，とくに若年労働力

の確保を策定した乙とは前章で述べた。前後して出現した荷役の技術的変化

が起乙り，内容的iとは労働力の効率的使用という問題は，単に施設の効率利

用に関する港湾管理・運営にたいする諸方策，答申iζi8うまでもなく，生産

構造を構築する港湾運送業者の再編が不可避であった。乙れまでの行政指導

方式から港湾運送構造改善促進事業固による生産組織の再編は，港湾政策の

新しい方向を明示するもので，ターミナルオペレーターを頂点とした再編整
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備は進行している。

港湾の雇用構造を特徴づけるものは，労働市場の常用，日雇の2重性が挙

げられているが，今日 1万足らず4%台の構成比をもっ日雇労働者を対象に

した港湾労働法の廃止が云々される仕末である。 しかしながら，それは常用

港湾労働者の完全就労も実証するものではなく，港湾労働者全体の半就労，

半失業をより一層深化させているのである。

つまり， 1970年代K始ったコンテナリゼーションに代表される荷役革新の

著しい伸展は，常用労働者の相対的な需要減少＝在来労働，高令労働の不要

と実質的な半失業状況の恒常化や事務労働にみられる選択定年制の導入等が

顕在化していくのである（8)0 

乙のような雇用状況に，わが国港湾労働組合運動は産業別労働組織の強化

という主体性の確立を目指し，具体的対応をどのようになしたのか。わが国

の港湾労働組合運動が「高度成長J政策で求めたものは，極めてプリミティ

ブで感動的な要求から出発した。それは，「日曜，祝日の完全休日」要求で

あった乙とは周知されている。雇用制度tr.関する要求は，戦後早くから全港

湾労組が「港湾労働法制定」を掲げ，長期闘争を行っている。その後産業別

組織である「全国港湾J結成以来， ILO港湾労働条約の雇用政策を骨子

とする港湾労働法の制定を要求しつづけている。

港湾における雇用政策の系譜は，交通労働の特質である労働力需給の波動

性を考慮に入れた雇用調整が必要であり，そのため，中央職業安定審議会港

湾労働部会や港湾調整審議会は，旧3・3答申，新3・3答申，8・18答申

にみられるように，港湾政策全般のなかで労働政策（一般的には，対策とされ

ている。）を明らかにしてきた。港湾労働政策の不在が問われているが， ζの

面からの終始一貫した労働政策の系譜をみることができるのではなかろうか。

乙れらの政策の特徴には，つねに港湾における用役生産の形態に応じた相

関関係をみる ζとができる。旧3・3答申は港湾施設の未整備状況の下での

豊富な労働力の確保とその方策を模索したものであり，新3・3答申は，機

械化荷役の伸展に沿った港運業の集約合併の再編成とその下での労働力の質

的側面を重視しており， 8・18答申においては，輸送革新下での労働力の効
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率的利用と港運業の力量と将来像を占なう協調的労使関係の確立に向つての

、労働力のオルガナイザ一、の位置づけを行ったものである。

乙れらの「雇用政策JKたいして，「全国港湾Jは， 10年の歳月をかけ，

雇用と職域確保に関する「雇用と生活保障制度に関する協定書」 (1979年 5

月30日）を締結した。しかしながら， 具体的な雇用保障と長時間労働の改革

を求める事項は，それぞれ専門委員会の設置にゆだね，労使閣の協議未了と

して，今日lζ至っている。その間，港湾労働年金の設定を見，港湾労働安定

協会の設立を促し，年金給付の実施をみている。

港湾の機械化合理化のシンボJレであるコンテナ輸送が開始されてから，港

湾労使聞に統一労働協約にもとづく新しい労使聞の秩序づくりが行われた乙

とは。港湾労働の将来像lζ一定の外枠を埋めたものとして一時代を画すもの

であった。具体的な内容は，共同雇用の実質的棚上げと専門委員会設定によ

る協議会方式の定式化をもたらしたのみで，何ら基本的問題の進展をみてい

fJ. ~、。

乙れらの実状は，曽って，港湾労働法改訂（昭和48年2月）が審議末了の

うえ，廃案になった中味であった公共職業安定機関の行っていた登録，紹介，

雇用調整の肩代りを目論んだ港湾労働安定協会の設立，雇用調整手当会計の

安定的運営に道を拓く契機をもたらすものと して大いなる関心を抱くものが

ある。

(2) 労働協約闘争の進展と停滞

前節で触れたように，「全国港湾」が展開している統一労働協約闘争は，

わが国労働組合運動Kは数少ない「反合理化」と人間性回復の運動から出発し

たζとが長い労働協約闘争の礎になった側面を見逃すζとはできない。

もう一つの側面は，1960年代後半に始った国際海上輸送の技術革新の展開

は，世界各国，とりわけ，先進海運諸国のイギリス，アメリカの港湾労働組合

運動に一大転機をもたら しただけでなく， ζれら諸国の共通問題となった。

乙れらの動向は，いち早く， ILO港湾労働条約に帰結していくわけで

あるが，それまで行われていたとれら諸国の「機械化，合理化JIC::関する労使
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聞の主体的規制である労働協約闘争や法制化の動向は，わが国港湾労働組合

運動の国際的水準を示すものとなった。また，乙れらの運動は，幾度にもわ

たる国際交流や国際会議が行われ，統一労働協約の重要性が認識されただけ

でなく，具体的な労働協約事項lと関する国際的研究を深める意義が強調さ

れた191。

わが国を含め，乙れら先進資本主義諸国における港湾発達は，それぞれ独

自的側面をもっているが，国際海上輸送の革新と発展内容は共通問題を顕在

化し，その追求が迫られた。

港湾労働iζみられる共通事項iとは，次のようなものが基本的事柄となる。

①機械化，わけでもコンテナ輸送の伸展は，在来労働を不要とし，臨時

日雇労働への依存率を極めて低いものにした。② 乙れらによる全般的な過

剰労働力は，労働者の就労日数を縮少させ，大量の労働者の生活保障が不可

避である。① コンテナ輸送Kみられる一貫輸送の貫徹で，港湾労働と他の

交通労働，或は他産業の労働カテゴリーの変動及び職域摩擦と紛争をひき起

している。＠ 雇用機会の在り方，職業訓練，産業年金を含めた雇用計画の

策定と実行である。以上，それぞれの事項についての各国港湾労使の対応を

紹介する機会をもたないが，諸国港湾労働者の雇用不安と将来的な生活保障

は深刻化している。しかしながら，わが国を除いて，先進資本主義諸国の港

湾労働問題は，一定の労働者側の要請を充た しており， ILO港湾労働条約

の決議と勧告を待つまでもなく，統一労働協約や法制化が効果を挙げている

乙とは周知されている側。

港湾労働政策の中で，雇用形態の在り方と実態は，港湾労働の特質と各国

の交通労働並びに港湾労働への対応を如何なく表現している。先進資本主義

諸固における機械化， 合理化による労働力の排除の状況は，雇用調整，登録

制度の在り方等を含め，雇用安定のための雇用制度，或は「共同雇用」を必

然、的lζ生み出 した。アメ リカにおける HiringHall制度，イギリ スでの

登録制度による法制化が代表的である。

わが国港湾で「共同雇用Jが労働対策として行政府から提起されたのは

「港湾労働法の l部を改正する法律案J（昭和48年5月）からである。乙の
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骨子は前年11月，港湾調整審議会の答申である「港湾労働対策K関する意見

書」が基礎になって， 7項目にわたる意見の主柱は，「共同雇用」制度を促

進するための事業主団体の設立であった。つまり，中央，各港lζ港湾労働協

会を設立し職業安定所の業務を遂行させるという内容であったが，労働組

合側の要求である 4者構成（港運業，労働組合，船社，港湾管理者） Iζよる

共同雇用機関の設立内容と対立するばかりでなく，労働協会業務を職業安定

所との関係，現行港湾労働法の問題点の是正，更に公的機関としての規制の

不明確さが指摘され，廃案lともち込まれたuu。

他方，港湾労使間で主体的K行われた統一労働協約の象徴ともなった「港

湾労働者の雇用と生活保障制度に関する協定J(1979年5月30日）を締結し

た。乙れを基礎lζ今日まで，労働時間，最低賃金，年金制度，転職資金，事

前協議制の具体化及び策定がなされ，一定の展開がなされた。 しかしながら

内容的には，前述の各国港湾労働の雇用制度の水準に及ばない隔たりが指摘

されている。そして，中心問題である「共同雇用制度」の確立はされず，事

実上棚上げとなっている(I~ 0 

翻って，今日，世界的に進行している港湾労働政策並びに，労使間協定iζ

横たわっている問題点は，雇用制度が確立しているにもかかわらず，技術革

新の著しい進行の下で，雇用不安が深刻化している。また，潜在化している

が，荷役の24時間制にかかわる就労規制とその中味でもある荷役の生産性問

題がある。後者の荷役能率の lつの指標で・ある単位当りのコンテナ取扱量を

めぐる問題は，国際的にも，港湾労働者のいわば労働生産性（労働時間，労

働密度）の国際摩擦にも拡大する意味をもっている。

注（8）拙稿「前渇書Jp.178. 

(9）全太平洋アジア港湾労働者連絡委員会「第2回全太平洋アジア港湾労働者会議J

(1961年6月）．全国港湾「太平洋地域の港湾労働者の雇用安定IL:閲するセミ

ナーJ(1977年 7月）

II印喜多村昌次郎「欧米の港湾労働J(1973年11月．港湾総合研究所）伊藤彩「資

料 ILWU」(1985年2月，全日本港湾労働組合）
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(JI)柴田悦子・田中省三 「港湾労働の変化と港湾労働法の「改正」をめくって」

(1973年．東京港港湾問題研究会『港湾問題研究 港湾労働一』Na3. p.13) 

問拙稿「港湾における労務管理制度一共同雇用問題を中心iζー」（日本港湾経済

学会『港湾研究』年報＇ p.187. 19811f:ll月）

3.港湾労働政策の課題

港湾労働政策，関連する交通政策を論じる乙とは私の能力を超えるものであ

る。ただ，港湾研究においては，つねに視野に入れておかねばならない乙と

でもあり，若干の考察を行いたいω。

わが国の交通政策は，戦後日本資本主義経済の復活，「経済自立」を経て，

国際競争力をもった経済構造κ対応した交通システムを構築した意味で成功

を治めたといえよう。乙の乙とは，わが国の支配資本を紬とする資本蓄積が

国際的にも焦点となっている乙とでも認識される。海運業及び港湾産業は，

計画造船lζよる日本海運の復興と港湾整備計画で対応した。

ζれらとの関連で港湾での労働政策を観た場合 1 し、く つかの課題というよ

り問題点が指摘される。 Iつは労働時間の短縮と就労制度であり， 2つは現

行の労働協約内容の具体化乃至充実，わけでも基本的事項としては，労使協

議の見直しと雇用制度の確立である。

わが国の長時間労働が国際的にも指摘されているように， 港湾労働におい

ては，尚，年間2600時間という途方もない長時間労働が慣行化されている。

それはまたE そのととが港湾の賃金構造の構築につながっている乙とはいう

までもない。乙れらについては，港湾労使聞によって一定の協定が締結され

てはいるが，本質的論議と検討は，時間問題専門委員会の設置という形で取

り組まれているにすぎない。一方．生産性向上は，生産手段の発達と相待っ

て，労働力の効率的使用を確実Kしてきている。

港湾における労働時間問題は，曽つての、追い通し、 労働lと代表される労

働時間延長と異なり，前述した長時間労働IL.加えた労働密度の増大という方

向がみられる。荷役部門では，コンテナターミナJレにみられるような分単位
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でのコンテナ取扱数は， 着実に港湾全体の生産性を向上させている ζとは，

数少い統計資料からも明らかである。更に，人員の削減， ζれはさまざまな

作業面Kおいて多彩な形態と局面をもって現われてきている。荷役部門での

編成人員の削減，多能工的な活動化，事務部門での事務処理の機械化による

Speed upと人員減，その他，作業時間の極度の厳密さの追求， 、足時間‘

の実質的な切捨て，休憩時間の実質的な削除等がみられる。

具体的な検討をする紙幅をもたないのが残念であるが，時間短縮という世

界的潮流の中で，依然として続いているわが国の長時間労働は，週休2日常IJ,

年休消化率の低さどζろか，労働基準法制の改訂試案lζみられるような労働

時間の実質的延長もさるととながら， 一定時間及至連続労働による労働密度

強度の増大方向が垣間見られる。前節で触れたように，わが国港湾iζおける

労働生産性の高さに，先進海運諸国港湾の労働側からの非公式とはいえ，批

判を受けている ζとはわが国港湾関係者並びに労働組合，労働行政の側から

どう打開するのであろうか。

時間短縮のもう Iつの側面は，就業体制の在り方を規制する問題である。

現行の労働協約や就労慣行を基盤とする労働実態の下での時間短縮は，当然，

一定の交替命lj，つまりシフト制の内容充実と規制が坦上に登らざるを得ない。

そうなれば，全登録労働者の制度化と相侯って就労安定策を展望する ζとも

可能であろう。

昨今，再び港湾の日曜祝日の稼動問題が具体的に海運業より提起されてき

ている。 ζの問題は2つの点から注目される。 lつは，日曜，祝日を平日と

同一視した就労体制の編成対象とする乙とは，重大な問題を含んでいる。時

間外労働の就労増大が実質賃金の増加を望めるにしても，決して生活の安定

を意味しないどζろか，一層の貧困化を増幅する ζとは必定である。 2つは，

休日，時間外労働の割増率について，先進資本主義諸国との比較検討の機会

を設ける契機となる。関係者の再検討を望みたいと乙ろである。

第 2の問題である現行の統一労働協約の内容の拡充については， ζζ10年

の長い歳月を費した一定の進展を確保する乙とができる。しかしながら，昨

年来，日本港運協会より日本船主協会等へ提示した事前協議制そのものの
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白紙還元問題は，市子余曲折の末，本年3月新事前協議制を港湾労使間で協定

したのであるが，乙の問題は，昭和48年の時間短縮に関する協定の白紙徹回

を訪御させる動向である。過去，しばしば港湾における労使関係自体IC::関す

る紛争をみてきた。乙のような動向の惹起をみるにつけ，港湾における生産

構造である船社（荷主）／港運業という用役生産の需給関係と港運業全体の

経済的性格と実態をみないわけにし、かない。そして E 乙のような実状の下で，

港湾労使が10ヶ年にわたって港湾労働の現状と将来にわたる再編成作業がな

され，一定の進捗を見ることができるのである。けれども，現状の労働政策の

方向は，わが国労働政策の今日的潮流である規制緩和と労使間交渉を主体と

する組合せ策の下で，現状の港湾労使聞をみた場合，政策協定を締結する当

時者能力を超える限界iζ逢着しているといわざるを得ない。

労働組合側の提示した4者協議制 （行政府，港運業者，船社，労組）の検

討を日港協は強く否定したとはし、え 乙れらの次元とは別途に，法的規制を

充実させる乙と乙そ，港湾労使間協定なり，港湾労働の将来像への展望K道

を拓く乙とで，わが国港湾労働の固有の発達を促す労働政策の確立になるの

ではないだろうか。

今日の港湾労働政策lζついては，内容的にも労働力の高年齢化現象，長時

間労働からの脱却，定年延長にともなう賃金及び雇用政策の再検討という多

彩な問題解決に迫られている。乙れらがため，現行の統一労働協約の内容を

少くとも欧米港湾労働者並みに充実させる具体策を緊急に行う乙とが望まれ

る。重要事項である雇用制度一一「共同雇用」については，労働組合側より，

わが国iζなじまないとされ，港湾の用役生産の波動性lζ対する補完的機能と

して，l部労働力のプーノレが提起されているが，全港湾労働者の登録制を基

礎にした港湾労働法の制定を含め，雇用制度の充実した討議とその道程を描

き出すべき時期K入っている。乙れらはまた，交通労働における他産業とは

異った雇用計画，労働政策が不可欠な乙とをも示唆しているばかりでなく，

そ乙に、魅力あるi港湾労働、を幻想lζ終らせない展開を見出す乙とができる

のではなかろうか。
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注目交通政策IL関する一貫した検討研究は日本交通学会を中心le行われている。主

な政策論研究としては次のものがある。「総合交通政策再論」（1982年3月．

日本交通学会．運輸調査局）「戦後交通政策の展開J(1985年3月．同）


